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「療養介護サービス利用契約」重要事項説明書

本重要事項説明書は、当病院とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に基

づき、当病院の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説

明するものです。

※ 当病院では、利用者に対して療養介護サービス等を提供します。

当サービスの利用は、原則として介護給付費・療養介護給付費の支給決定を受け

た方が対象となります。
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独立行政法人国立病院機構東名古屋病院

① 当病院は名古屋市長に対し障害福祉サービス事業の届出を行っています。

② 当病院は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けています。

（名古屋市指定事業者番号 第2318000649号）
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１ サービスを提供する事業者

名 称 独立行政法人 国立病院機構

所在地 東京都目黒区東が丘２－５－２１

電話番号 ０３－５７１２－５０５０

代表者氏名 理事長 新 木 一 弘

設立年月 平成１６年４月１日

２ 利用病院

施設の種類 指定施設・平成２４年４月１日名古屋市指定事業者番号第

2318000292号

施設の目的 療養介護サービス

施設の名称 独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院

施設の所在地 愛知県名古屋市名東区梅森坂五丁目１０１番地

電話番号 ０５２－８０１－１１５１

施設長（管理者） 院長 饗 場 郁 子

施設の運営方針について 東名古屋病院療養介護事業運営規程第２条による

開設年月 平成２４年４月１日

入所定員 ５０人

３ 居室の概要

(1) 居室の概要

居室・設備 室数 備考

の種類

個室（１人部屋） ２室

個室（２人部屋） ５室 （南１階病棟１室を含む）

４人部屋 １２室 （南１階病棟２室を含む）

合 計 １９室

利用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。

(2) 居室以外の施設設備の概要

当病院では、居室以外に下記の施設･設備をご利用いただくことができます。これ

らは、厚生労働省が定める基準により、療養介護事業施設に設置が義務づけられて

いる施設・設備です。これらの利用については、利用者に特別にご負担いただく費

用はありません。
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施設設備の種類 室数 備 考

多目的室 ２室

療育訓練室 １室

浴 室 ２室 機械浴・特殊浴槽

洗 面 所 ２ヶ所

ト イ レ ３ヶ所

(3) 居室の変更

利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設

でその可否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を施設の判断によ

り変更する場合があります。

(4) 病院利用に当たってご負担いただく費用

療養介護医療費及び福祉サ－ビス費の利用者負担額以外に療養介護医療費以外の

医療費、日用品費、入院時食事療養費をご負担いただきます。

① 療養介護設医療以外の医療費

特別の事由により、特別室を利用した場合の利用料金、文書料及び診療報酬

適用外のいわゆる自由診療の医療費などの自己負担額

② 日用品費

利用者全員が、日常共通的に使用する日用品や利用を受けるサービスについ

て、施設全体で一括して準備するものは、「利用者に対して一律自己負担する日

用品費」として均等に割り振った額を負担していただきます。

Ⅰ 月額負担額 １０,３００円（令和６年度）

ア 月の途中の入退院は、日割り計算とします。なお、外泊は、日割り計算

の対象外とします。

イ 月額負担額については、後記Ⅲのとおりとします。

Ⅱ 利用者負担及び施設の財源による日用品費

ア 利用者の入浴に必要となるもの

イ 利用者の洗濯に必要となるもの

ウ 利用者が参加したレクリエーションに要する費用

エ 利用者の必要に応じて、日用雑貨（タオル等）

オ 利用者の必要に応じて、歯ブラシ、歯磨き粉などの洗面用具等

カ 利用者の食事用品等（とろみ剤等）
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キ 紙オムツ類、衛生用品等

Ⅲ その他

ア 日用品は、施設の判断により利用者に提供します。それ以上を必要とす

る場合は、利用者が準備してください。

イ 利用者の希望により利用者が全額費用を負担するもの

車いすの人工呼吸器搭載等改造にかかる費用

ウ 利用者が自ら準備し、費用を負担するもの

ａ 個人に係る教養娯楽関係の諸費用（テレビ、パソコン等電化製品・新

聞・雑誌等及び各種趣味活動に供する費用。ただし、談話室等共有部分

にあるテレビ・ビデオ・ソフト・新聞・雑誌等は除く。）

ｂ 散髪・毛染め・パーマ等理容美容に係る費用

ｃ 個人のパジャマ、下着等の衣類及びそれらの外注クリーニング費用

ｄ 入所者の特別な事情（冠婚葬祭等）による外出等に係る人件費及び交

通費

ｅ 施設行事以外の利用者自由参加によるクラブ活動に伴う材料費及び諸

経費

ｆ 利用者及び家族の申し出による在院証明書の発行及び文書コピー費用

等

ｇ 院外への通院に伴う人件費及び交通費、定期健康診断（血液検査を含

む。）に含まれない生活習慣病検査、人間ドッグ費用

ｈ 個人による教養娯楽等の経費

ｉ 利用者の希望による贅沢品、嗜好品等の購入費

ｊ 予防接種費用

エ 日用品費の利用者負担額については、基本的に年度ごとに見直し、制度

の改定及び日用品の実績が増減した場合、自己負担額を変更することがで

きる。その際には、利用者及び家族等に事前に説明を行うものとします。

(5) 施設・設備ご利用上の注意事項

当病院において、居室その他の施設・設備をご利用される場合は、職員の許可を

得て、職員指示に従ってください。
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４ 職員の配置状況（人）

(1) 配置状況（ぬくもりサポート館１階）

職 種 常勤換算 常 勤 非常勤 指定基準

１ 院長（管理者） １名 １名 名 １名

２ サービス管理責任者［児童指導員］ １名 １名 名 １名

３ 医師 ２名 ２名 名 １名

４ 看護師・准看護師 ７８．２名 ７７名 １．２名 １６名

５ 保育士 ２名 ２名 名 生活支援員

１８．５名

（令和６年４月１日：配置）

当施設では、利用者に対して療養介護サービスを提供する職員として、上記の職

種の職員を配置しています。

(2) 職務の内容

① 管理者

職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職

員に対し、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

② 医師

健康保険法の規定の診療報酬の算定方法に基づいた診療にかかる当院にて行う

医療、日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。

③ 看護師、准看護師

医師の指導の下、障害児に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行

う。また、個別支援計画に基づく日常生活の支援を行う（医学的管理の下におけ

る食事や入浴等の介護を提供等）。

④ サービス管理責任者（児童指導員）

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる

業務を行う。

ア 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対

する照会等により、その者の心身の状況、当事業所以外における指定障害福祉

サービス等の利用状況等を把握すること。

イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生

活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

⑤ 保育士

個別支援計画に基づく療育活動等の支援を行う。
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(3) 主な職種の勤務体制（標準的な時間帯における最低配置人員）

職種 勤 務 体 制

１ 医師 日勤勤務： ８：３０～１７：１５ ２名

２ 看護師 日勤勤務： ８：３０～１７：１５ ３５名

早出勤務： ７：００～１５：４５ １名

遅出勤務： ９：４５～１８：３０ １名

遅出勤務：１０：１５～１９：００ １名

遅出勤務：１１：００～１９：４５ １名

遅出勤務：１２：００～２０：４５ １名

夜勤務 ：１６：１５～ ９：３０ ７名

３ サ－ビス管理責任者（児童 日勤勤務： ８：３０～１７：１５ ３名

指導員）・保育士

☆土日祝日は上記と異なります。

５ 当病院が提供するサービスと利用料金（契約書第４条、第５条参照）

当病院では、利用者に対して以下のサービスを提供します。

当病院が提供するサービスについて、

（１）療養介護の対象となるサービス

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただくサービス

があります。

(1) 介護給付費及び療養介護医療費の対象となるサービス

以下のサービスについては、介護給付費及び療養介護医療費が支給されます。当

病院が介護給付費及び療養介護医療費を代理受領する場合には、利用者は、利用者

本人および扶養義務者の負担能力に応じて市町村が定めた額を病院にお支払いいた

だきます。

なお、介護給付費及び療養介護医療費対象サービスの場合でも、代理受領を行わ

ない場合（償還払いの場合も含む。）については、一旦全額を病院にお支払い頂き

ます。

(2) 療養介護給付及び療養介護医療費給付の対象となるサービスの概要＞

① 療養介護医療費（医療及び健康管理）

健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定の診療報酬の算定方法に基づい

た診療にかかる当院にて行われる医療及び担当医師の判断による健康管理

Ⅰ 疾病の治療

Ⅱ 二次障害の予防

Ⅲ 身体能力及び日常生活の維持・向上

② 介護給付費（日常生活の支援）

看護、医学的管理の下における食事や入浴等の介護を提供、日常生活上の相談
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支援やレクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミ

ニュケーション支援及びこれらを通じて身体能力、日常生活能力の維持・向上

Ⅰ 看護、医学的管理の下における介護

Ⅱ 生活の質の向上

Ⅲ 身体能力及び日常生活能力の維持・向上

Ⅳ 相談・助言

Ⅴ 療育の指導

Ⅵ 機能訓練

③ 介護給付費の対象となるサービス

サービス内容

睡眠の援助、体温の管理、排泄の援助、栄養摂取の援助、洗顔の援助、歯磨き

の援助、清拭の援助、部分浴の援助、シャワー浴の援助、入浴の援助、洗髪の援

助、爪切りの援助、鼻の手入れの援助、髭剃りの援助、整髪の援助、更衣の援助、

体位変換の援助、良肢位保持の援助、移動の援助、環境清掃の援助等

なお、自立支援給付の対象となるサービスの標準的な支給額、利用者負担額は

前記のとおりですが、実際の支払いは、市町村等から交付される障害福祉サービ

ス受給者証の利用者負担、利用者負担上限月額及び療養介護医療受給者証の自己

負担上限額により決定されますのでご留意願います。

(3) 自立支援給付の対象外のサービス

下記のサービスについては、自立支援給付の対象とならないため、サービスの

提供をご希望される場合には、別紙の記載に従いサービスを提供し、所定の料金

をお支払い頂きます。

なお、上記の所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある

場合相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する

事由について、変更を行う２か月前までにご説明します。

① 特別なサービスの提供とこれに伴う費用

② 自立支援給付から支給されない日常生活上の諸費用

(4) 利用料金・費用のお支払い方法

前記(1)から(3)の料金・費用の支払いは、別途、独立行政法人国立病院機構東名

古屋病院金銭管理委託契約を締結し、１か月ごとにお支払いいただくこととなりま

す。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて

計算した金額とします。）
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６ 利用者の記録や情報の管理、開示について（契約書第８条第６項参照）

病院は、障害者総合支援法（以下「総合支援法」という。）その他関係法令に基づい

て、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示しま

す。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。）

① 窓口 事務部企画課 医事受付

② 業務時間 月曜日～金曜日（ただし、祝休日や年末年始をのぞく。）

午前１０：００～午後４：３０

７ 緊急時の対応

病院は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門

医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。

８ 事故発生時の対応

利用者が療養介護サービス提供により事故が発生した場合は、都道府県及び市町村、

当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。

利用者に対する療養介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行います。

９ 非常災害対策

消火設備その他必要な設備を設けるとともに、非常災害時の関係機関への通報及び

連絡体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知します。

非常災害に備えて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

１０ 虐待の防止

障害者虐待の防止法に基づき、常に利用者の人格を尊重する観点に立ち、利用者へ

の虐待防止に必要な措置を講じます。

１１ 身体拘束の防止

利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録します。

１２ 個人情報の保護

利用者及びその家族に関する個人情報は、以下の各号の目的にのみ利用する。

(1) 東名古屋病院内部での利用

① 利用者への医療型障害児入所施設サービスの提供

② 利用者に提供した療養介護サービスに関する総合支援法にかかる請求事務
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③ 利用にかかる病棟管理、会計・経理、サービス利用による事故等の報告、医療

型障害児入所施設サービス

④ 福祉サービス実習への協力

⑤ 福祉サービスの質の向上を目的とした症例研究

⑥ その他利用者に関する管理運営業務

(2) 行政機関、他医療機関又は福祉サービス施設への情報提供を伴う利用

① 行政機関又は他の福祉サービス施設との連携

② 行政機関又は他の福祉サービス施設からの照会への回答

③ 利用者のの療養介護サービス提供にあたり、外部の医師等の意見、助言を求め

る場合

④ 療養介護サービス提供のための業務委託

⑤ 利用者の家族等への療養介護サービスの利用にかかる説明

⑥ 総合支援法にかかる請求事務の委託

⑦ 自治体に対する総合支援法にかかる療養介護サービス単位の請求書の提出

⑧ 総合支援法にかかる療養介護サービス単位の請求書に対する自治体からの照会

への回答

⑨ 医療賠償責任保険等にかかる医療に関する専門団体等への相談又は届出等

⑩ その他利用者への療養介護サービスにかかる利用

(2) その他の利用

① 医療・福祉サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

② 学生の実習への協力

③ 症例研究・学術研究のための基礎資料

④ 外部監査機関への情報提供

１３ 苦情の受付について（契約書第１５条参照）

(1) 当施設における苦情の受付

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○ 苦情受付窓口（担当者）

［職名］事務部 企画課 経営企画室長 南谷 崇明

○ 受付時間

毎週月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

１０：００～１６：３０（但し、１２時から１３時までを除く）

○ 苦情解決責任者

氏 名 饗場 郁子 [職名] 院長

また、ご意見箱を外来診療棟１階に設置しています。
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(2) 行政機関その他苦情受付機関

名古屋市役所 所在地 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

健康福祉局障害福祉部 電話番号 052-972-3967 ＦＡＸ 052-972-4149

障害者支援課 受付時間 ８：４５～１７：３０

愛知県社会福祉協議会 所在地 〒461-0001 名古屋市東区白壁一丁目50番地

（運営適正化委員会） 電話番号 052-212-5515 ＦＡＸ 052-212-5514

受付時間 ９：００～１７：００

１４ 提供するサービスの第三者評価の実施について

当施設が提供するサービスの第三者評価の実施状況は、以下のとおりです。

実施の有無 無

実施した直近の年月日 －

実施した評価機関の名称 －

評価結果の開示状況 －


